別記様式第24号(第8条関係)
年　　月　　日　　
　　　　　　　　　様
美唄市福祉事務所長　　　　　　　　印　　
生活保護法による扶養援助の履行について
美唄市に居住する　　　　　　　　　　さんは、現在生活に困って生活保護法による保護を申請して(受給して)いますが、生活保護制度において扶養義務者からの援助を優先させることとなっております。
本人から直接お願いがあるかもしれませんが、福祉事務所としましても、身内の方に少しでも援助していただきたく、あなたの世帯の現在の状況および扶養に対する考え方をお聞かせ願いたいと存じますので、趣旨をご理解の上、同封の回答書により回答期限　　年　　月　　日までにご返送くださいますようお願いいたします。
なお、過去にも同様のお願いがあったものと思いますが、生活保護受給中は継続して扶養要請を行うことになっておりますので、ご了承願います。





提出先
〒072―8660
北海道美唄市西３条南１丁目１番１号
　　　　　　　　　美唄市役所　　　　　部　　　　　課　　　　　係　宛

(参考)生活保護法
第４条　保護は、生活に困窮するものが、その利用し得る資産、能力、その他あるゆるものを、その最低限度の生活の指示のため活用することを要件として行われる。
２　民法に定める扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助は、すべてこの法律による保護に優先して行われるものとする。
